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平成２１年７月２４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 督促処分取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２１年６月２４日 

 

       判     決 

     原告   Ｘ１ 

     原告   Ｘ２ 

     原告   Ｘ３ 

     上記３名補助参加人 Ｚ 

被告   国 

     処分行政庁     東京国税局長 

 

       主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

東京国税局長が原告らに対して平成１９年８月２０日付けでした、被相続人

Ｂに係る死因贈与受贈者Ａの滞納した相続税についての連帯納付義務に係る各

督促処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は、死因贈与の受贈者の固有の相続税につき相続税法（平成１５年法律

第８号による改正前のもの。以下、同じ。）３４条１項に規定する連帯納付義

務に係る督促処分をそれぞれ受けた原告らが、上記受贈者に対する相続税の徴

収手続に重大な過失があるなどの理由により、原告らに同項に規定する連帯納
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付義務の履行を求めることは国税徴収権の濫用に当たり、上記各督促処分はい

ずれも違法である旨主張して、その取消しを求める事案である。 

１ 前提事実 

本件の前提となる事実は、次のとおりである（当事者間に争いのある事実は、

各末尾記載の証拠（枝番のあるものは特記しない限り枝番を含む。）及び弁論

の全趣旨により認定した。）。 

⑴ Ｂ（以下「亡Ｂ」という。）の相続関係等 

ア 亡Ｂは、平成１１年５月１７日、死亡した（以下、この死亡により発生

した相続を「本件相続」といい、本件相続に係る相続税を「本件相続税」

という。）。亡Ｂの相続人は、原告Ｘ１（妻）、原告ら補助参加人（長女。

以下「補助参加人」という。）、原告Ｘ３（次女）及び原告Ｘ２（長男）

の４名である（以下、この４名を併せて「本件共同相続人」という。）。 

イ 亡Ｂの弟Ａ（以下「Ａ」という。）は、亡Ｂとの間で、亡Ｂ所有の別紙

物件目録記載１の土地（なお、同土地の地積は、平成１６年６月２２日付

けの分筆により１.１６㎡となった。）につき、昭和６１年１０月１４日付

け死因贈与契約を締結し、亡Ｂが死亡した平成１１年５月１７日、同契約

により同土地を取得した。 

⑵ 本件相続税の申告等 

ア 本件共同相続人及びＡは、Ｃ税理士に委任して、本件相続税の法定納期

限の前日である平成１２年３月１６日、練馬西税務署長に対し、次のとお

り記載した本件相続税の申告書を提出した（甲２、丙１）。 

（ア） 原告Ｘ１ 

ａ 課税価格 ２億０２３１万９０００円 

ｂ 納付すべき税額 ５０１９万９８００円 

（イ） 補助参加人 

ａ 課税価格 ６７４３万９０００円 
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ｂ 納付すべき税額 １６７３万２８００円 

（ウ） 原告Ｘ３ 

ａ 課税価格 ６７４３万９０００円 

ｂ 納付すべき税額 １６７３万２８００円 

（エ） 原告Ｘ２ 

ａ 課税価格 ６７４３万９０００円 

ｂ 納付すべき税額 １６７３万２８００円 

（オ） Ａ 

ａ 課税価格 １億６６８７万５０００円 

ｂ 納付すべき税額 ４９６８万６２００円 

イ Ａは、平成１２年３月１６日、練馬西税務署長に対し、上記アの申告に

よりＡが納付すべき税額の全額について、相続税法３９条１項に基づき、

延納の許可を申請し（以下、この申請を「本件延納申請」という。）、そ

の際、担保として別紙物件目録記載１ないし３の土地建物（以下「本件土

地建物」という。なお、同目録記載２及び３の各建物はいずれも同１６年

６月１８日に取り壊された。）を提供すること及び本件土地建物に設定さ

れている根抵当権の一部の順位変更を当該根抵当権者に依頼する旨を申し

出た。（乙１の１ないし３、３） 

ウ 本件共同相続人及びＡは、平成１２年３月２４日、練馬西税務署長に対

し、次のとおり記載した本件相続税の修正申告書を提出した。（乙４） 

（ア） 原告Ｘ１ 

ａ 課税価格 ２億１６１３万７０００円 

ｂ 納付すべき税額 ５５１４万１９００円 

ｃ 修正増差税額 ４９４万２１００円 

（イ） 補助参加人 

ａ 課税価格 ７２０４万５０００円 
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ｂ 納付すべき税額 １８３８万１１００円 

ｃ 修正増差税額 １６４万８３００円 

（ウ） 原告Ｘ３ 

ａ 課税価格 ７２０４万５０００円 

ｂ 納付すべき税額 １８３８万１１００円 

ｃ 修正増差税額 １６４万８３００円 

（エ） 原告Ｘ２ 

ａ 課税価格 ７２０４万５０００円 

ｂ 納付すべき税額 １８３７万９６００円 

ｃ 修正増差税額 １６４万６８００円 

（オ） Ａ 

ａ 課税価格 １億６６８７万５０００円 

ｂ 納付すべき税額 ５１０８万８７００円 

ｃ 修正増差税額 １４０万２５００円 

エ Ａは、平成１２年３月２７日、練馬西税務署長に対し、上記ウの修正申

告によりＡが納付すべき税額（１４０万２５００円）について、相続税法

３９条１項に基づき、延納の許可を申請した｡（乙５） 

オ 本件共同相続人及びＡは、平成１２年１２月２５日付けで、練馬西税務

署長に対し、本件相続税について更正の請求を行った。これに対し、同署

長は、同１３年１月３１日付けで、本件共同相続人及びＡに対し、当初申

告及びその後の修正申告（前記ア及びウ）に係る課税額を減額する旨の更

正を行い、これにより、本件共同相続人及びＡの納付すべき税額は、原告

Ｘ１につき４５４０万１１００円、補助参加人、原告Ｘ３及び原告Ｘ２に

つき各１５１３万２８００円、Ａにつき４８１６万９５００円となり、前

記エの延納申請の対象となっていた修正申告により納付すべき税額はその

全額が消滅した。（乙６） 
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カ 練馬西税務署所部係官は、本件延納申請を許可するための必要担保額を

５１７８万１５００円と算定し、他方、Ａから担保提供の申出のあった本

件土地建物の評価額を１億６６８７万５２８０円とした上、本件土地建物

には平成１３年１２月３日までの時点において極度額合計１億４７５０万

円の根抵当権が既に設定されていたことから、本件延納申請を許可するた

めには３２４０万６２２０円の不足があるものと考えた。そして、同係官

は、同日、Ａに対し、本件延納申請につき、本件土地建物を担保としても、

本件延納申請を許可するための必要担保額に対して３２４０万６２２０円

の不足がある旨を説明し、他に適当な担保がないのであれば、延納する相

続税のために設定する抵当権の順位を既に設定されている根抵当権の順位

に優先させる旨の順位変更をしてもらうよう根抵当権者に相談することを

提案した。（乙１の１ないし３） 

キ その後、練馬西税務署所部係官は、平成１３年１２月ころ、Ａから、既

に設定された根抵当権の順位変更はできないが、追加の担保として、別紙

物件目録記載４の土地（以下「本件不動産」という。）を提供する旨の申

出を受けた。そこで、同係官は、Ａ所有の固定資産の有無等を栃木県矢板

市役所に照会したところ、同１４年７月１５日、Ａが本件不動産を所有し

ていること、また、本件不動産につき、地目が山林であり、その評価額が

１５２万２１４５円である旨の回答を得た。同係官は、本件不動産を追加

の担保としたとしても、本件延納申請を許可するための必要担保額には満

たないと考え、同月１７日、Ａに対してその旨を説明したところ、Ａから、

本件土地建物の根抵当権の順位変更等を根抵当権者に相談してみる旨の申

出を受けた。（乙２５） 

ク 練馬西税務署所部係官は、平成１４年８月２１日、本件不動産の所在地

を管轄する氏家税務署に本件不動産の評価方法について問い合わせたとこ

ろ、 本件不動産が所在する地域については、「都市計画の用途地域の指
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定がある地域」及び「Ｄ」以外の土地については、固定資産税評価額に当

該土地の地目に応じて所定の評価倍率（宅地の場合には１．１、純山林の

場合には１７）を乗じてその評価額を計算するとの回答を得た。そこで、

同係官は、実際には本件不動産がリゾート住宅地「Ｄ」の分譲地となって

いる宅地であり、その固定資産税評価額も宅地としての評価額であったに

にもかかわらず、前記矢板市長からの回答書（乙２５）に本件不動産の地

目が「山林」と記載されており、現況と登記とが異なる旨の記載もなかっ

たことなどから、本件不動産が氏家税務署から送付された評価倍率表上の

「都市計画の用途地域の指定がある地域」及び｢Ｄ」のいずれにも該当しな

いと誤認した上、本件不動産の現況が山林であり上記回答書記載の固定資

産税評価額が山林としての評価額であると誤解し、評価倍率１７と調整率

０．８を乗じて、本件不動産の評価額を２０７０万１１７２円と過大に算

定した。また、同係官は、同月２２日、Ａから、本件土地建物に設定され

ていた根抵当権のうち、根抵当権者をＥ株式会社（平成１４年４月１日付

け商号変更前の商号は「Ｅ株式会社」）とする極度額２７５０万円の根抵

当権につき、極度額を１０００万円に変更することが可能であるとの申出

を受け、同年１１月１２日、Ａから提出された本件土地建物の全部事項証

明書により、上記根抵当権の極度額が９９０万円に変更されていることを

確認した。（乙１、２６） 

ケ そこで、練馬西税務署長は、平成１４年１２月２０日、相続税法３８条

１項及び４項に基づき、本件延納申請につき、当初の申告及び前記オの減

額更正処分により納付すべき税額４８１６万９５００円の延納を許可する

とともに（以下、この許可を「本件延納許可」という。）、同月２４日、

本件土地建物及び本件不動産につき、延納の担保として抵当権設定登記を

経由した（乙１、２）。 

⑶ Ａによる本件延納許可に係る条件変更申請 
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ア Ａは、平成１５年１月９日、練馬西税務署長に対し、本件延納許可に係

る分納税額を分納期限までに納付することは困難であるとして、相続税法

３９条５項に基づき、本件延納許可について、延納の条件変更申請をした。

同署長は、同月１４日、同条６項に基づき、本件延納許可に係る延納の条

件を変更した。その後、Ａは、同年３月７日、同署長に対し、本件延納許

可の上記変更後における分納税額を分納期限までに納付することも困難で

あるとして、同条５項に基づき、本件延納許可について、再度、延納条件

の変更を申請した。これに対し、同署長は、同月１９日、同条６項に基づ

き、本件延納許可に係る延納の条件を更に変更した。（乙７、８）。 

イ 本件共同相続人及びＡは､平成１５年４月１４日付けで､練馬西税務署長

に対し、本件相続税について更正の請求を行った。これに対し、同署長は、

原告ら及びＡに対しては同年５月３０日付けで、また、補助参加人に対し

ては同年６月４日付けで、いずれも前記（２）オの減額更正処分後の税額

を減額する旨の更正を行い、これにより、本件共同相続人及びＡの納付す

べき税額は、原告Ｘ１につき５１００円、補助参加人につき１３１３万８

２００円、原告Ｘ３につき１４万７７００円、原告Ｘ２につき３７７万１

７００円、Ａにつき４４４８万８５００円となった。（乙９） 

ウ 練馬西税務署長は、平成１５年６月２６日、上記イの更正処分により、

本件延納許可に係る延納条件に変更が生じたことから、相続税法３９条６

項に基づき、本件延納許可に係る延納の条件を変更した。（乙１０）。 

エ Ａは、平成１６年２月１９日付けで、練馬西税務署長に対し、上記ウの

変更後の本件延納許可による分納税額を分納期限までに納付することは困

難であるとして、相続税法３９条５項に基づき、本件延納許可について、

延納条件の変更を申請した。これに対し、同署長は、同年３月３日、同条

６項に基づき、本件延納許可に係る延納の条件を変更した。（乙１１） 

⑷ 本件土地建物の抵当権の解除に至る経緯 
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ア Ａは、平成１６年４月８日付けの委任状により、Ｆに対し、「財務省と

の抵当権抹消交渉に関する一切の権限」等を委任し（乙１２）、同人は､同

月２１日、Ａを代理して、練馬西税務署長に対し、本件土地建物に係る財

務省を抵当権者とする抵当権（以下「本件抵当権」という。）の解除を申

し入れた。 

イ 練馬西税務署所部係官は、前記⑶エの条件変更後の本件延納許可のため

の必要担保額を４２２４万３０００円と算定し、他方、本件抵当権を解除

した場合に残存担保となる本件不動産の評価額につき、前記⑵クと同様の

誤解に基づき、当時の評価倍率表を用いて、固定資産税評価額３２９万１

２００円に評価倍率１５と調整率０．８を乗じた３９４９万４４００円と

評価した上で、１０００万円が納付されれば本件抵当権を解除することが

できると判断した。 

ウ 練馬西税務署長は、その後Ａから１０００万円が納付されたことを受け、

平成１６年４月３０日、本件抵当権を解除し、同日、本件抵当権の設定登

記につき抹消登記手続がされた。（乙１の１ないし３、２４） 

⑸ 本件共同相続人に対する徴収手続 

ア 練馬西税務署長は、Ａが本件延納許可に係る第３回分及び第６回分の各

利子税を滞納したことから、国税通則法（以下「通則法」という。）３７

条１項及び３項に基づき、第３回分につき平成１７年４月２２日付けで、

第６回分につき同１８年４月２６日付けで、Ａに対して督促状を送付した。

（乙１３） 

イ 練馬西税務署長は、平成１８年１０月２５日、相続税法３９条６項に基

づき、Ａに対し、「相続税延納取消しに対する弁明を求めるためのお知ら

せ」と題する書面を送付して、本件延納許可の取消事由に対する弁明を求

めた。（乙１４） 

ウ Ａが本件延納許可に係る分納税額の一部を納付しなかったため、練馬西
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税務署長は、平成１８年１２月８日、本件延納許可を取り消した。（乙１

６） 

エ 練馬西税務署長は、平成１９年１月９日、Ａの滞納に係る国税を徴収す

るため、通則法５２条１項及び国税徴収法６８条に基づき、本件不動産を

差し押さえ、同月１１日付けで差押登記が経由された。（乙１の４、１ ７） 

オ 練馬西税務署長は、平成１９年１月２５日、Ａの滞納に係る相続税につ

いて、国税通則法４３条３項に基づき、東京国税局長へ徴収の引継ぎをし

た。 

カ 東京国税局長は、本件共同相続人それぞれに対し、平成１９年８月２０

日付けで、通則法３７条１項に基づき、本税３０１３万３６００円及び利

子税１７２万６０００円並びに延滞税について、相続税法３４条１項に規

定する連帯納付義務に係る督促処分をした。（甲３、乙１８。以下、これ

らの督促処分を併せて「本件督促処分」という。） 

⑹ 原告らによる不服申立て 

ア 原告らは、国税不服審判所長に対し、平成１９年９月３日、本件督促処

分についてそれぞれ審査請求をしたが、国税不服審判所長は、同２０年４

月１日、これらを棄却する旨の各裁決をした。（甲４、乙１９、２０） 

イ 原告らは、平成２０年５月２１日、本件督促処分の取消しを求める本件

訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事実） 

２ 争点 

⑴ 国税徴収権濫用の有無 

本件督促処分は、Ａに対する相続税の徴収手続に極めて重大な過失がある

点において国税徴収権を濫用したものといえるか。 

⑵ 原告らの連帯納付義務の存否 

原告らは民法５０４条の類推適用により相続税法３４条１項に基づく連帯

納付義務を負わないといえるか。 
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３ 当事者の主張の要旨 

⑴ 争点⑴（国税徴収権濫用の有無）について 

（原告ら及び補助参加人の主張） 

ア 国税当局が本来の納税義務者又は第三者の利益を図る目的をもって恣意

的に徴収を行わなかったという場合のみならず、国税当局の重大な過失に

よって本来の納税義務者からその者の固有の相続税を徴収することができ

なくなった場合であっても、国税当局が相続税法３４条１項による連帯納

付義務者にその義務の履行を求めることは、自らの重大な過失を不問に付

し、他の共同相続人にその責任を転嫁するものであり、国税徴収権を濫用

するものとして許されないというべきである。 

イ 本件延納申請に対して許可をするためには延納税額と利子税額の３年分

の合計額５１７８万１５００円の担保が必要であるところ、本件不動産を

担保に供しても上記必要担保額に満たなかったのであるから、本件延納申

請は却下されるべきであった。そして、Ａがその固有の本件相続税全額を

納付することは極めて困難であったから、本件延納申請が却下されれば、

本件土地建物の売却によって本件相続税を回収することができた。しかる

に、練馬西税務署所部係官が本件不動産の評価を誤り、これによって、練

馬西税務署長が本件延納許可をしたのである。 

ウ また、本件土地建物の時価は２偉円以上であったから、本件抵当権に優

先する本件土地建物の根抵当権の極度額合計１億２９９０万円を控除して

も残額は７０１０万円以上であり、練馬西税務署長は、本件抵当権によっ

てＡの固有の相続税を容易に全額回収することができた。しかるに、練馬

西税務署所部係官が本件不動産の評価を誤ったため、同署長は、Ａから１

０００万円を受領したのみで本件抵当権を解除したのである。 

エ そして、①国税庁管理課の「管理事務提要」（延納・物納編）［甲８］

には、更地の評価につき「地目は、登記簿の表示によるのではなく現実の
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状態により判断するのであるから留意する。」とされているのに、練馬西

税務署所部係官は、現況宅地の本件不動産の現況を調査せずに矢板市長か

らの回答書のみによって山林と評価したこと、②山林は、純山林、中間山

林、市街地山林に分けられ、その評価に当たって固定資産税評価額に１７

を乗ずるのは純山林のみであり、その他は固定資産税評価額と同一になる

ところ、同係官は、本件不動産が純山林かどうかの検討も行っていないこ

と、③本件不動産はリゾート住宅「Ｄ」内の分譲地であり、Ｄの山林の評

価は固定資産税評価額と同一であるところ、本件不動産がＤ内の分譲地で

あることは、本件不動産が都会に居住するＡによって購入されたものであ

ることやインターネットによる調査で容易に判明する事実であること、④

仮に、本件不動産に立木があるとしても、立木の価格を、３９４９万４４

００円（本件不動産の評価額）から３２９万１０００円（本件不動産の固

定資産税評価額）を控除した３６２０万３４００円と評価すること自体が

極めて不合理であること､⑤本件不動産を３９４９万４４００円と評価し

た場合、１㎡当たりの価格は１４万５２００円、坪約４８万円となるが。

このような高額な山林が矢板市内に存在するとは考え難いことなどからす

ると、同係官が本件不動産の評価を誤り、これによって、同署長が、本件

延納許可をし、又は本件抵当権を解除したことは、重大な過失によるもの

であったというべきである。 

オ 以上のとおりであるから、本件督促処分は、国税徴収権を濫用するもの

として許されないというべきである。 

（被告の主張） 

ア 相続税法３４条の連帯納付義務は、相続税法が相続税徴収の確保を図る

ため、相互に各相続人等に課した特別の責任であり、本来の納税義務者に

対する徴収手続と連帯納付義務者に対する徴収手続は、本来的に別個独立

の手続である。そうすると、国税当局において本来の納税義務者に対する
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滞納処分等の徴収手続を適正に行っていれば、本来の納税義務者から滞納

に係る相続税を徴収することが可能であったにもかかわらず、国税当局が

その徴収手続を怠った結果、本来の納税義務者から相続税を徴収すること

ができなくなったという事実があったとしても、その事実は、相続税法３

４条１項により各相続人等に課せられている連帯納付義務の存否又はその

範囲に影響を及ぼすものではなく、国税当局が各相続人等に対し上記連帯

納付義務の履行を求めて徴収手続を進めたとしても、これをもって国税徴

収権の濫用と評価することはできない。上記連帯納付義務の履行を求める

ことが国税徴収権の濫用と評価されるためには、国税当局が、滞納者又は

第三者の利益を図る目的をもって恣意的に相続税の徴収を行わず、相続税

法３４条１項に基づき他の相続人等に連帯納付義務の履行を求めたことが

必要である。しかるに、本件は、練馬西税務署所部係官が、矢板市長から

の回答書の記載と現況とが異なっているかを十分に調査をしなかったため、

本件不動産の評価を誤り、その結果、練馬西税務署長が、本件不動産の価

格が本件延納許可又は本件抵当権の解除に必要な担保額に満たないにもか

かわらず、本件延納許可を行うとともに、本件抵当権を解除したというの

であって、このことから、国税当局が滞納者又は第三者の利益を図る目的

をもって恣意的に相続税の徴収を行わなかったということはできないし、

他に国税当局の恣意性を疑わせるような事情はない。 

イ 仮に、原告らの主張するように、国税当局に滞納者又は第三者の利益を

図るという故意が存するときだけではなく、徴収手続上極めて重大な過失

が存在し、正義公平の観点からこれを納付者以外の連帯納付義務者に転化

することを不相当とする場合にも国税徴収権の濫用が認められる余地があ

るとしても、練馬西税務署所部係官が本件不動産の評価を誤ったことをも

って徴収手続上極めて重大な過失と評価することはできない。 

⑵ 争点⑵（原告らの連帯納付義務の存否）について 
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（原告ら及び補助参加人の主張） 

前記⑴のとおり、練馬西税務署所部係官の極めて重大な過失によって本件

抵当権が解除されたが、本件抵当権が解除されなければ、原告らが連帯納付

義務を履行したときは、国税通則法４１条２項によって本件抵当権を代位取

得することができた。そして、前記のとおり、本件抵当権が解除されなけれ

ば、本件抵当権の実行によりＡの固有の相続税全額を徴収することができた

のであるから、原告らは、民法５０４条の類推適用又は準用により、Ａの固

有の相続税に係る連帯納付義務を免れるというべきである。そうすると、本

件督促処分は、連帯納付義務のない者に対してされた違法なものとなる。 

（被告の主張） 

本来の納税義務者に対する徴収手続と連帯納付義務者に対する徴収手続は

本来別個の手続である上、相続税方、通則法及び国税徴収法上、税務署長等

が担保を維持管理する諸権限の行使を怠ったことを理由に連帯納付義務者の

責任の消滅又は軽減を認める規定は存在しないし、国税の徴収について民法 

５０４条を類推適用し、又は準用することを根拠付ける規定も見当たらない。

よって、相続税法３４条１項に基づく連帯納付義務について民法５０４条が

類推適用され、又は準用されることはないというべきである。 

第３ 争点に対する判断 

１ 争点⑴（国税徴収権濫用の有無）について 

⑴ 相続税法３４条１項の規定による連帯納付義務は、相続人又は受遺者が２

人以上ある場合に、同法が相続税の徴収確保を図るために各相続人等に相互

に課した特別の責任であり、各相続人等の固有の相続税の納付義務の確定と

いう事実に照応して法律上当然に確定するものであって、各相続人等は、そ

の納付義務の重なり合う範囲内においては、互いに連帯して当該相続税を納

付すべき義務を負い、国税当局は、本来の納税義務者とは別個独立に、連帯

納付義務者から当該相続税を徴収することができるものというべきである。
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そうすると、国税当局において本来の納税義務者に対する徴収手続を適正に

行っていれば本来の納税義務者からその者の固有の相続税を徴収することが

可能であったにもかかわらず、国税当局がその過失によって本来の納税義務

者から上記相続税を徴収することができなくなったとしても、そのことは、

同項の規定による連帯納付義務の存否又は範囲に影響を及ぼすものではない

というべきである。ただ、本来の納税義務者が現に十分な財産を有し、同人

から固有の相続税を徴収することが極めて容易であるにもかかわらず、国税

当局が、同人若しくは第三者の利益を図り、又は連帯納付義務者に損害を与

える日的をもって、恣意的に、本来の納税義務者からの徴収をせず、連帯納

付義務者に対して徴収手続を執ったというような事情が存する場合には正義

公平の観点からみて国税徴収権の行使として許容することができず、当該徴

収権行使が国税徴収権の濫用に当たると評価すべき余地がないではない。 

⑵ 前記認定事実によれば、練馬西税務署長は、Ａからの本件延納申請に対し、

本件不動産を担保に供しても延納申請許可に必要な担保額に満たないのに本

件延納許可をし、また、Ａからの本件抵当権解除の申出に対し、本件不動産

のみではＡの固有の相続税の徴収を担保することができないにもかかわらず、

本件抵当権の解除に応じている。そして、同署長の上記各行為は、練馬西税

務署所部係官が、本件不動産の価額を算定する際、本件不動産の現況が宅地

であって、宅地として固定資産税評価がされていたにもかかわらず、矢板市

長からの回答書に本件不動産の地目が山林と記載されており、現況と登記簿

とが相違する旨の記載もなかったことから、固定資産税評価額に所定の評価

倍率を乗じるなどして本件不動産を過大に評価したことによるものであった

ことが認められ、この点に過失が存することは被告も認めるところである。 

しかし、上記のような事情をもって、原告らに対して相続税法３４条１項

に基づく連帯納付義務の履行を求めることが国税徴収権の濫用であるという

ことができないことは前記⑴において説示したとおりであって、本件におい
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ては、同係官が本件不動産の固定資産税評価額が１５２万２１４５円であっ

たことから本件不動産を追加の担保としても延納許可に必要な担保額には満

たない旨をＡに告げ、本件土地建物に設定された根抵当権の極度額変更を待

って本件延納許可を行っていること（前提事実⑵）、同署長が本件抵当権の

解除に当たりＡから１０００万円を徴収していること（前提事実⑷）などを

考慮すれば、国税当局が、Ａ若しくは第三者の利益を図り、又は原告らに損

害を与える目的をもって、恣意的に、本件延納許可をし、又は本件抵当権を

解除して、原告らに連帯納付義務の履行を求めたとは認められず、他に上記

事情を窺わせるに足りる証拠はない。 

⑶ したがって、この点に関する原告らの主張には理由がない。 

２ 争点⑵（原告らの連帯納付義務の存否）について 

原告ら及び補助参加人は、国税当局の過失によりＡの固有の相続税を担保す

る本件抵当権が解除されたのであるから、民法５０４条の類推適用又は準用に

より、原告らはＡの固有の相続税について責任を免れると主張する。 

しかし、通則法が第三者の納付につき国税を担保するために設定された抵当

権に代位することができる旨の規定を設けつつ（通則法４１条）、国税当局の

故意又は過失により担保物を喪失し、又は減少した場合に関する規定を設けて

おらず、他に相続税法３４条１項の連帯納付義務者について民法５０４条が適

用されることを根拠付ける規定は見当たらないことや、前記のような相続税法

３４条１項の連帯納付義務と本来の納付義務との関係に照らすと、相続税法３

４条１項の連帯納付義務者について民法５０４条が類推適用され、又は準用さ

れるということはできない。したがって、原告ら及び補助参加人の上記主張は、

採用することができない。 

第４ 結論 

よって、原告らの各請求はいずれも理由がないから、これらを棄却すること

とし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７条、民訴法６１条、６５条１
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項本文を適用して、主文のとおり判決する。 
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